
大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター樹木伐採業務委託仕様書 

 

１ 件  名  大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター樹木伐採業務委託 

 

２ 履行期間  契約締結日の翌日 から 令和８年３月 31日まで 

 

３ 履行場所  大慈寺児童センター及び大慈寺老人福祉センター（盛岡市茶畑二丁目 16番 20号） 

 

４ 業務内容 

 (１) 盛岡市(以下｢発注者｣という。)は、大慈寺児童センター・大慈寺老人福祉センター敷地内の樹

木の伐採業務を委託し、受託者(以下｢受注者｣という。)はこれを受託する。 

 (２) 受注者は、発注者の指示するところにより樹木（ケヤキ）３本を根本付近で伐採すること。 

 (３) 受注者は、(２)により伐採をした樹木について関係法規を遵守し適宜処分すること。 

 

５ その他 

 (１)  履行場所施設は、平日の９時から 21 時、土曜日の８時から 21 時及び日曜日・祝日の９時か

ら 21時の開館となっている。作業日は利用者に支障のないよう事前に施設と調整を行い、施設の

了承を得ること。 

 (２) 業務遂行にあたり安全管理には万全を期すこと。作業中は周辺の安全を確保し、近隣の物件に

損害を与えないように留意すること。 

 (３) 業務の履行に際して疑義の生じたときは、発注者･受注者両者協議のうえ速やかに処理すること。 

 (４) 必要に応じて現地確認を行って差し支えないが、施設を訪問する際は事前に施設に連絡をする

こと。 

（５） 作業実施前に、当該樹木の隣接住宅の住民に周知すること。 

 （６） 業務完了時には、着手前・着手中・完了後、それぞれについての写真を提出すること。 

 



位置図 

 

 

ケヤキ３本（３本すべて樹高約15m。太さはそれぞれ約5,600mm、7,600mm、8,000mm。） 

 

    向かって左が①、右が②                ③ 
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